
 

社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令について 

 

平成２１年２月２７日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，社団法人日本音楽著作権協会（以下「ＪＡＳＲＡＣ」とい

う。）に対し，独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ，本日，ＪＡＳ

ＲＡＣに対し，同法第３条（私的独占の禁止）の規定に違反する行為を行っていると

して，同法第７条第１項の規定に基づき，次のとおり排除措置命令を行った（別添排

除措置命令書参照）。 

 

１ 違反行為者 
名   称 社団法人日本音楽著作権協会 

所 在 地 東京都渋谷区上原三丁目６番１２号 

代 表 者 理事 加 藤   衛 

事業の概要 
音楽著作物の著作権（以下「音楽著作権」という。）に

係る著作権等管理事業等 
 

２ 違反行為の概要 

(1)  ＪＡＳＲＡＣは，放送事業者（注１）から包括徴収（放送等利用に係る管理楽曲

全体について包括的に利用を許諾し，放送等使用料を包括的に算定し徴収する方

法をいう。）の方法により徴収する放送等使用料の算定において，放送等利用割

合（注２）が当該放送等使用料に反映されないような方法を採用している。これに

より，当該放送事業者が他の管理事業者（注３）にも放送等使用料を支払う場合に

は，当該放送事業者が負担する放送等使用料の総額がその分だけ増加することと

なる。 
（注１） 放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第３号の２に規定する放送事業者及び電気通信役

務利用放送法（平成１３年法律第８５号）第２条第３項に規定する電気通信役務利用放送事業者

のうち衛星役務利用放送（電気通信役務利用放送法施行規則（平成１４年総務省令第５号）第

２条第１項に規定する衛星役務利用放送をいう。）を行う者であって，音楽著作権に係る著作権等

管理事業者から音楽著作物の利用許諾を受け放送等利用を行う者をいう。 
   （注２） 当該放送事業者が放送番組（当該放送事業者が自らの放送のために制作したコマーシャルを含

む。）において利用した音楽著作物の総数に占めるＪＡＳＲＡＣの放送等利用に係る管理楽曲の割

合をいう。 
   （注３） 音楽著作権に係る著作権等管理事業を営む者をいう。 

 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第四審査 

        知的財産タスクフォース 

電話 ０３－３５８１－３３４５（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp 



 

(2) これにより，ＪＡＳＲＡＣ以外の管理事業者は，自らの放送等利用に係る管理

楽曲が放送事業者の放送番組においてほとんど利用されず，また，放送等利用に

係る管理楽曲として放送等利用が見込まれる音楽著作物をほとんど確保すること

ができないことから，放送等利用に係る管理事業を営むことが困難となっている。 

(3)  前記(1)の行為によって，ＪＡＳＲＡＣは，他の管理事業者の事業活動を排除

することにより，公共の利益に反して，我が国における放送事業者に対する放送

等利用に係る管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限している。 

 

３ 排除措置命令の概要 

(1) ＪＡＳＲＡＣは，前記２(1)の行為を取りやめなければならない。 

(2) ＪＡＳＲＡＣは，前記２(1)の行為を取りやめる旨及び今後，前記２(1)の行為

と同様の行為を行わない旨を，理事会において決議しなければならない。 

(3) ＪＡＳＲＡＣは，前記２(1)の行為を取りやめるに当たり採用する放送等使用

料の徴収方法について，あらかじめ，当委員会の承認を受けなければならない。 

(4) ＪＡＳＲＡＣは，前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を自己と利用許諾に関

する契約を締結している放送事業者，他の管理事業者及び自己に音楽著作権の管

理を委託している者に通知しなければならない。 

(5) ＪＡＳＲＡＣは，今後，前記２(1)の行為と同様の行為を行ってはならない。 



 

１ 音楽著作権に係る著作権等管理事業の概要等 

(1) 音楽著作権に係る著作権等管理事業（以下「管理事業」という。）とは，我が国において，

音楽著作権を有する著作者及び著作者より音楽著作権の譲渡を受けた音楽出版社から音楽著

作権の管理の委託を受け，音楽著作物の利用者に対し，著作権を管理する音楽著作物（以下

「管理楽曲」という。）の利用を許諾し，その利用に伴い当該利用者から使用料を徴収し，

管理手数料を控除して著作者及び音楽出版社に分配する事業である。 

  
 
 

 
(2) 管理事業を営むには，平成１３年９月３０日までは，著作権に関する仲介業務に関する法

律（昭和１４年法律第６７号。以下「仲介業務法」という。）の規定に基づき，文化庁長官

の許可が必要とされ，事実上，ＪＡＳＲＡＣのみが管理事業を営んでいたところ，同年

１０月１日，著作権等管理事業法（平成１２年法律第１３１号。以下「管理事業法」とい

う。）が施行されるとともに仲介業務法が廃止され，同日以降は，管理事業法の規定に基づ

き，文化庁長官の登録を受け，管理委託契約約款及び使用料規程を文化庁長官に届け出るこ

とにより管理事業を営むことが可能となった。 

 (3) 放送等利用に係る音楽著作権のほとんどすべてをＪＡＳＲＡＣが管理していることから，

放送事業者のすべては，ＪＡＳＲＡＣとの間で放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾に関す

る契約を締結し，ＪＡＳＲＡＣの放送等利用に係る管理楽曲をその放送番組において利用し

ている。 

 
２ ＪＡＳＲＡＣによる放送等使用料の包括徴収の内容と放送事業者の追加負担の関係 
(1) ＪＡＳＲＡＣは，放送事業者から徴収する放送等使用料の額を当該放送事業者の放送事業

収入に一定率（例えば，1.5％）を乗ずる等の方法で算定している。 
 
(2)  ＪＡＳＲＡＣによる包括徴収の下では，放送事業者が支払う放送等使用料に，放送事業者

が放送番組において利用したＪＡＳＲＡＣ管理楽曲の割合が反映されないため，放送事業者

がＪＡＳＲＡＣ以外の管理事業者の管理楽曲も利用しその放送等使用料を支払う場合には，

当該放送事業者が負担する放送等使用料の総額がその分だけ増加することとなる。 
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４ 最近の私的独占事件及び音楽関連事業に係る事件 

(1) 私的独占事件 

件 名 

審決年月日 

（勧告年月日） 

内  容 

平成 16 年（判）第 2号 

東日本電信電話㈱ 

に対する件 

平成 19 年 3月 26 日 

（平成 15 年 12 月 4日） 

（注） 

 自社が販売するＦＴＴＨサービスの提供について，分

岐方式による接続料金及びユーザー料金を設定しながら

同サービスの提供に当たり光ファイバ１芯を１ユーザー

に使用させることで，自社の加入者光ファイバに接続し

てＦＴＴＨサービスを販売する他の電気通信事業者の新

規参入を妨害することにより，戸建て住宅向けＦＴＴＨ

サービス市場の競争を制限していた。 

平成 12 年（判）第 8号 

ニプロ㈱に対する件 

平成 18 年 6月 5日 

（平成 12 年 2月 15 日） 

 アンプル用の生地管を輸入している㈱ナイガイ（「ナイ

ガイ」）及びナイガイから同生地管の供給を受けアンプル

に加工販売している内外硝子工業㈱（「内外硝子」）に対

し，ナイガイに対してのみ同生地管の販売価格を引き上

げる等の一連の行為によって，ナイガイ及び内外硝子の

事業活動を排除し，西日本地区における同生地管の供給

分野における競争を実質的に制限していた。 

平成 17 年（勧）第 1号 

インテル㈱に対する件 

平成 17 年 4月 13 日 

（平成 17 年 3月 8日） 

 国内パソコンメーカーのうちの５社に対し，それぞれ,

その製造販売するパソコンに搭載するＣＰＵについて 

① ＭＳＳ（各国内パソコンメーカーが製造販売するパ

ソコンに搭載するＣＰＵの数量のうちインテル製ＣＰ

Ｕの数量が占める割合をいう。）を１００％とし，イン

テルコーポレーションが製造販売するＣＰＵ（インテ

ル製ＣＰＵ）以外のＣＰＵ（競争事業者製ＣＰＵ）を

採用しないこと 

② ＭＳＳを９０％とし，競争事業者製ＣＰＵの割合を

１０％に抑えること 

③ 生産数量の比較的多い複数の商品群に属するすべて

のパソコンに搭載するＣＰＵについて競争事業者製Ｃ

ＰＵを採用しないこと 

のいずれかを条件として，インテル製ＣＰＵに係る割戻

し又は資金提供を行うことを約束することにより，パソ

コンに搭載するＣＰＵについて，競争事業者製ＣＰＵを

採用しないようにさせる行為を行っている。 

（注） 平成 19 年 4 月 26 日に東日本電信電話㈱により審決取消訴訟が提起されており，

現在，東京高等裁判所に係属中である。 

 

(2) 音楽関連事業に係る事件 

件 名 

措置年月日 

（勧告年月日） 

内  容 関係法条 

平成 15 年（判）第 39号 

㈱第一興商に 

対する件 

平成 21 年 2月 16 日 

 子会社である日本クラウン㈱及び㈱徳

間ジャパンコミュニケーションズの管理

楽曲について，これら２社をして，㈱エ

クシングに対し，その使用の許諾を行わ

第 19 条（一般指

定第 15 項〔競争

者に対する取引

妨害〕） 



 

(平成 15 年 10 月 31 日) せないようにした上で，㈱エクシングの

通信カラオケ機器ではこれらの管理楽曲

を使用させないようにする旨，取引先卸

売業者及び遊興飲食店等のユーザーに告

知していた。 

平成 17 年（判）第 11号 

㈱ソニー･ミュージック

エンタテインメントほか

3名に対する件 

平成 20 年 7月 24 日 

（平成 17 年 3月 24 日） 

（注） 

 ４社と東芝イーエムアイ㈱の５社は，

共同して設立したレーベルモバイル㈱に

着うた提供業務を委託しているところ，

４社は共同して（ただし，平成１７年

４月２６日ころ以前においては５社で共

同して），他の着うた提供業者に対し，原

盤権の利用許諾を行わないようにしてい

る。 

第 19 条（一般指

定第 1 項第 1 号

〔共同の取引拒

絶〕） 

（注） 平成 20 年 8 月 22 日に 4 社により審決取消訴訟が提起されており，現在，東京高

等裁判所に係属中である。 

 

５ 参照条文 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

（昭和二十二年四月十四日法律第五十四号） 

〔定義〕 

第二条 

⑤ この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しく

は通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又

は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることをいう。 

 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

 

〔排除措置〕 

第七条 第三条〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕又は前条の規定に違反する行為があると

きは、公正取引委員会は、第八章第二節〔手続〕に規定する手続に従い、事業者に対し、当該

行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な

措置を命ずることができる。 
 



 １

平成２１年（措）第２号 

排 除 措 置 命 令 書  

 

東京都渋谷区上原三丁目６番１２号 

社団法人日本音楽著作権協会 

同代表者 理事 加 藤   衛 

 

公正取引委員会は，上記の者に対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第１項の規定に基づき，次のとおり

命令する。 

 

主    文 

１ 社団法人日本音楽著作権協会は，放送法（昭和２５年法

律第１３２号）第２条第３号の２に規定する放送事業者及

び電気通信役務利用放送法（平成１３年法律第８５号）第

２条第３項に規定する電気通信役務利用放送事業者のうち

衛星役務利用放送（電気通信役務利用放送法施行規則（平

成１４年総務省令第５号）第２条第１号に規定する衛星役

務利用放送をいう。）を行う者であって，音楽の著作物（以

下主文において「音楽著作物」という。）の著作権に係る

著作権等管理事業を営む者（以下主文において「管理事業

者」という。）から音楽著作物の利用許諾を受け放送等利

用（放送又は放送のための複製その他放送に伴う音楽著作

物の利用をいう。以下主文において同じ。）を行う者（以

下主文において「放送事業者」という。）から徴収する放

送等利用に係る使用料（以下主文において「放送等使用料」

という。）の算定において，放送等利用割合（当該放送事

業者が放送番組（放送事業者が自らの放送のために制作し

たコマーシャルを含む。）において利用した音楽著作物の

総数に占める社団法人日本音楽著作権協会が著作権を管理

する音楽著作物の割合をいう。）が当該放送等使用料に反

映されないような方法を採用することにより，当該放送事

別 添



 ２

業者が他の管理事業者にも放送等使用料を支払う場合には，

当該放送事業者が負担する放送等使用料の総額がその分だ

け増加することとなるようにしている行為を取りやめなけ

ればならない。 

２ 社団法人日本音楽著作権協会は，前項の行為を取りやめ

る旨及び今後，前項の行為と同様の行為を行わない旨を，

理事会において決議しなければならない。 

３ 社団法人日本音楽著作権協会は，第１項の行為を取りや

めるに当たり採用する放送等使用料の徴収方法について，

あらかじめ，当委員会の承認を受けなければならない。 

４ 社団法人日本音楽著作権協会は，第１項及び第２項に基

づいて採った措置を自己と音楽著作物の利用許諾に関する

契約を締結している放送事業者，他の管理事業者及び自己

に音楽著作物の著作権の管理を委託している者に通知しな

ければならない。この通知の方法については，あらかじめ，

当委員会の承認を受けなければならない。 

５ 社団法人日本音楽著作権協会は，今後，第１項の行為と

同様の行為を行ってはならない。 

６  社団法人日本音楽著作権協会は，第１項，第２項及び第

４項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しな

ければならない。 

 

理    由 

第１ 事実 

１ (1)   社団法人日本音楽著作権協会（以下「ＪＡＳＲＡＣ」という。）は，肩書

地に主たる事務所を置き，音楽の著作物（以下「音楽著作物」という。）の

著作権（以下「音楽著作権」という。）に係る著作権等管理事業（以下「管

理事業」という。）を営む者（以下「管理事業者」という。）である。 

(2) 管理事業とは，我が国において，音楽著作権を有する作詞者及び作曲者（以

下「著作者」という。）並びに著作者より音楽著作権の譲渡を受けた音楽出

版社から音楽著作権の管理の委託を受け，音楽著作物の利用者に対し，著作

権を管理する音楽著作物（以下「管理楽曲」という。）の利用を許諾し，そ
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の利用に伴い当該利用者から使用料を徴収し，管理手数料を控除して著作者

及び音楽出版社に分配する事業である。  

(3) ア  管理事業を営むには，平成１３年９月３０日までは，著作権に関する仲

介業務に関する法律（昭和１４年法律第６７号。以下「仲介業務法」とい

う。）の規定に基づき，文化庁長官の許可が必要とされ，事実上，ＪＡＳ

ＲＡＣのみが管理事業（平成１３年９月３０日までは，仲介業務法の規定

に基づく仲介業務のうち音楽著作権に係るものをいう。）を営んでいたと

ころ，同年１０月１日，著作権等管理事業法（平成１２年法律第１３１号。

以下「管理事業法」という。）が施行されるとともに仲介業務法が廃止さ

れ，同日以降は，管理事業法の規定に基づき，文化庁長官の登録を受け管

理委託契約約款及び使用料規程を文化庁長官に届け出ることにより管理事

業を営むことが可能となった。 

イ 前記アに伴い，ＪＡＳＲＡＣのほか，東京都港区に本店を置く株式会社

イーライセンス（以下「イーライセンス」という。），東京都渋谷区に本

店を置く株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス，東京都品川区に本店

を置くダイキサウンド株式会社及び東京都渋谷区に本店を置く株式会社ア

ジア著作協会（平成１５年５月１日付けで，商号を株式会社韓日著作協会

から現商号に変更したものである。）も，順次，管理事業を開始した。 

(4) 著作者及び音楽出版社は，放送又は放送のための複製その他放送に伴う音

楽著作物の利用（以下「放送等利用」という。），録音等に係る音楽著作物

の利用，インタラクティブ配信（インターネット等を利用した配信をいう。）

に係る音楽著作物の利用，業務用通信カラオケに係る音楽著作物の利用等の

音楽著作物の利用方法ごとに，管理事業者を選択して音楽著作権の管理を委

託することができる。 

(5) 平成１３年１０月１日の管理事業法の施行後，放送等利用に係る管理楽曲

の利用を許諾し放送等利用に係る使用料（以下「放送等使用料」という。）

を徴収する事業者は，ＪＡＳＲＡＣとイーライセンスのみであるところ，イ

ーライセンスは平成１８年１０月に放送等利用に係る管理事業を開始してい

る。 

(6) 平成１８年９月までの間はＪＡＳＲＡＣのみが放送等利用に係る管理事業

を営んできており，放送等利用に係る音楽著作権のほとんどすべてをＪＡＳ

ＲＡＣが管理していることから，放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２
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条第３号の２に規定する放送事業者及び電気通信役務利用放送法（平成１３

年法律第８５号）第２条第３項に規定する電気通信役務利用放送事業者のう

ち衛星役務利用放送（電気通信役務利用放送法施行規則（平成１４年総務省

令第５号）第２条第１号に規定する衛星役務利用放送をいう。）を行う者で

あって，管理事業者から音楽著作物の利用許諾を受け放送等利用を行う者（以

下「放送事業者」という。）のすべては，ＪＡＳＲＡＣとの間で放送等利用

に係る管理楽曲の利用許諾に関する契約を締結し，ＪＡＳＲＡＣの放送等利

用に係る管理楽曲をその放送番組（放送事業者が自らの放送のために制作し

たコマーシャルを含む。以下同じ。）において利用している。 

(7) 放送事業者から放送等使用料を徴収する方法には，包括徴収（放送事業者

に対し管理事業者の放送等利用に係る管理楽曲全体について包括的に利用を

許諾し，放送等使用料を包括的に算定し徴収する方法をいう。以下同じ。）

と個別徴収（放送等使用料を管理楽曲１曲１回ごとの利用につき算定し徴収

する方法をいう。以下同じ。）がある。 

(8) 各放送事業者が一定期間内の放送番組において利用する音楽著作物の総数

は，それぞれほぼ一定であるところ，放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾

に関する契約を締結する相手方である管理事業者が放送事業者から放送等使

用料を包括徴収の方法により徴収する場合において，当該放送等使用料の額

を当該放送事業者の放送事業収入に一定率を乗ずる等の方法で算定すること

により当該放送事業者の放送番組において利用された音楽著作物の総数に占

める当該管理事業者の放送等利用に係る管理楽曲の割合が当該放送等使用料

に反映されないような方法を採用するときは，当該放送事業者が他の管理事

業者にも放送等使用料を支払うと，当該放送事業者が負担する放送等使用料

の総額はその分だけ増加することとなる。 

(9) 放送等利用に係る管理事業者は，著作者及び音楽出版社に対し放送等使用

料を分配するため，放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾に関する契約を締

結している放送事業者から，当該管理事業者の放送等利用に係る管理楽曲の

放送番組における利用状況について報告を受け，当該利用状況を把握してい

る。 

(10) 平成１５年３月３１日に当委員会が公表した「デジタルコンテンツと競争

政策に関する研究会」報告書においては，管理事業法の施行により複数の管

理事業者の参入が認められることとなったにもかかわらず，管理事業者が大
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口の利用者との間で包括契約（事業収入等に応じて管理楽曲の使用料を包括

的に徴収する内容の契約をいう。）を締結していることを理由に管理事業へ

の新規参入が行われなくなる場合には，当該包括契約が管理事業における競

争を阻害する要因ともなり得ること等の問題点について指摘している。 

２ (1)  ＪＡＳＲＡＣは，平成１３年１０月１日の管理事業法の施行後，すべての

放送事業者から，包括徴収の方法により放送等使用料を徴収しているところ，

当該包括徴収に係る放送等使用料の算定に当たっては，放送等利用割合（当

該放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の総数に占めるＪＡＳ

ＲＡＣの放送等利用に係る管理楽曲の割合をいう。以下同じ。）を当該放送

等使用料に反映させていない（以下，ＪＡＳＲＡＣが採用する放送等利用割

合を反映させない包括徴収の方法を「本件包括徴収」という。）。 

(2) ＪＡＳＲＡＣは，平成１７年４月ころ，放送事業者のうち社団法人日本民

間放送連盟（以下「民放連」という。）に加盟する地上波放送を行う放送事

業者（以下「民間放送事業者」という。）との利用許諾に関する当時の契約

が平成１８年３月３１日をもって終了することから，平成１８年４月以降の

民間放送事業者との契約の在り方について，民間放送事業者から放送等使用

料を徴収する方法について本件包括徴収を維持する方針の下，民放連と協議

を開始したところ，平成１７年９月下旬，当該協議の場において，民放連か

ら，前記１ (5)のイーライセンスの放送等利用に係る管理事業への参入の動き

があったことを受け，民間放送事業者から本件包括徴収により徴収している

放送等使用料の額を減額する意向の有無について確認されたが，減額する意

向はない旨回答し，その後，当該協議を経た上で，平成１８年９月２８日，

各民間放送事業者との間で，平成１８年４月１日から平成２５年３月３１日

までを契約期間とし，民間放送事業者から放送等使用料を徴収する方法につ

いて本件包括徴収とする内容の契約を締結した。 

(3) ＪＡＳＲＡＣとすべての放送事業者は，ＪＡＳＲＡＣの使用料規程に準拠

して放送等使用料の徴収方法を規定する利用許諾に関する契約を締結してい

るところ，ＪＡＳＲＡＣの使用料規程においては放送事業者から放送等使用

料を徴収する方法として個別徴収も規定されているものの，放送事業者が個

別徴収の方法を選択する場合には，１曲１回の利用ごとにＪＡＳＲＡＣから

放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾を受けなければならず，かつ，ＪＡＳ

ＲＡＣが使用料規程において設定している１曲１回の利用に係る放送等使用
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料が高額であるため本件包括徴収の方法による場合に比して放送事業者がＪ

ＡＳＲＡＣに支払わなければならない放送等使用料の総額が著しく高くなる

ことから，すべての放送事業者は，ＪＡＳＲＡＣとの間で，放送等使用料を

徴収する方法について本件包括徴収とする契約を締結している。 

(4)  イーライセンスは，使用料規程について平成１８年３月に，管理委託契約

約款について同年９月に，それぞれ放送等利用に係る規定を追加する変更を

文化庁長官に対し届け出た上で，東京都港区に本店を置く株式会社エイベッ

クスマネジメントサービス（以下「エイベックスマネジメントサービス」と

いう。）等から放送等利用に係る音楽著作権の管理の委託を受け，放送事業

者との間で，放送事業者に対し自らの放送等利用に係る管理楽曲全体を包括

的に利用許諾した上で放送事業者から徴収する放送等使用料の徴収方法を個

別徴収とする内容の契約を締結しており，同年１０月１日以降放送等利用に

係る管理事業を行っているところ，その後の経緯は，次のとおりである。 

ア エイベックスマネジメントサービスがイーライセンスに対し放送等利用

に係る音楽著作権の管理を委託した音楽著作物（以下「エイベックス楽曲」

という。）の中には，人気歌手である大塚愛の「恋愛写真」を含め，人気

楽曲となることが予想される，又は既に人気楽曲であったことから放送等

利用が見込まれる音楽著作物があったところ，ＦＭラジオ局（超短波のラ

ジオ放送を行う民間放送事業者をいう。）を中心とした放送事業者は，エ

イベックス楽曲を自らの放送番組で利用することを検討したものの，ＪＡ

ＳＲＡＣが放送等使用料を本件包括徴収により徴収しているため，エイベ

ックス楽曲を自らの放送番組で利用すれば，自らが放送等利用に係る管理

事業者に対して支払うべき放送等使用料の追加負担が生じ，その総額が増

加することから，当該追加負担を避けるため，平成１８年１０月上旬以降，

自ら制作する放送番組においてエイベックス楽曲をほとんど利用しなかっ

た。 

イ エイベックスマネジメントサービスの親会社であり，東京都港区に本店

を置くエイベックス・グループ・ホールディングス株式会社及びイーライ

センスは，エイベックス楽曲が放送事業者にほとんど利用されないことへ

の対策について，平成１８年１０月中旬に協議を行い，同年１０月１日か

ら１２月３１日までに期間を限定して，放送等使用料の追加負担が生じな

いよう民放連に加盟する放送事業者に対しエイベックス楽曲に係る放送等
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使用料を無料とすることを決定し，同年１０月中旬から下旬にかけて，そ

の旨を当該放送事業者に周知したが，当該無料期間が経過した後において

もエイベックス楽曲の利用状況が改善されてイーライセンスが放送事業者

から放送等使用料を徴収しエイベックスマネジメントサービスに分配でき

るようになることはほとんど見込まれなかったことから，同年１２月下旬，

エイベックスマネジメントサービスは，平成１９年１月以降のイーライセ

ンスへの放送等利用に係る音楽著作権の管理委託契約を解約した。 

ウ イーライセンスの放送等利用に係る管理楽曲のうち，放送等利用が見込

まれるものはエイベックス楽曲がほとんどであったところ，前記イのとお

りエイベックスマネジメントサービスが解約したほか，エイベックスマネ

ジメントサービス以外の著作者及び音楽出版社も，ＪＡＳＲＡＣがすべて

の放送事業者から本件包括徴収により放送等使用料を徴収している中，放

送事業者が自ら制作する放送番組においてイーライセンスの放送等利用に

係る管理楽曲を利用することはほとんど見込まれないため，イーライセン

スに対し，放送等利用が見込まれる音楽著作物の放送等利用に係る著作権

の管理を委託することはほとんどない。 

(5) ＪＡＳＲＡＣがすべての放送事業者から本件包括徴収により放送等使用料

を徴収していることから，ＪＡＳＲＡＣの放送等利用に係る管理楽曲以外の

音楽著作物は放送事業者の放送番組においてほとんど利用されず，著作者及

び音楽出版社がＪＡＳＲＡＣ以外の管理事業者に放送等利用に係る音楽著作

権の管理を委託しても放送等使用料の分配を受けることはほとんどできない

ものと見込まれるため，ＪＡＳＲＡＣ及びイーライセンス以外の管理事業者

は，著作者及び音楽出版社から放送等利用が見込まれる音楽著作物の放送等

利用に係る著作権の管理の委託を受けることができず，放送等利用に係る管

理事業を開始していない。 

３ 前記２により，ＪＡＳＲＡＣ以外の管理事業者は，自らの放送等利用に係る

管理楽曲が放送事業者の放送番組においてほとんど利用されず，また，放送等

利用に係る管理楽曲として放送等利用が見込まれる音楽著作物をほとんど確保

することができないことから，放送等利用に係る管理事業を営むことが困難な

状態となっている。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，ＪＡＳＲＡＣは，すべての放送事業者との間で放送等使
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用料の徴収方法を本件包括徴収とする内容の利用許諾に関する契約を締結し，

これを実施することによって，他の管理事業者の事業活動を排除することによ

り，公共の利益に反して，我が国における放送事業者に対する放送等利用に係

る管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限しているものであって，

これは，独占禁止法第２条第５項に規定する私的独占に該当し，独占禁止法第

３条の規定に違反するものである。 

よって，ＪＡＳＲＡＣに対し，独占禁止法第７条第１項の規定に基づき，主

文のとおり命令する。 

平成２１年２月２７日 
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